
           

国
民
年
金
保
険
料
の
後
納
制
度 

 

過
去
５
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国
民

年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
将
来
の

年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
「
後

納
制
度
」
が
平
成
27
年
10
月
か
ら
平
成

30
年
９
月
ま
で
の
３
年
間
に
限
り
、
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
年
金

額
を
増
や
す
こ
と
や
、
年
金
の
受
給
が

で
き
な
か
っ
た
方
が
受
給
資
格
を
得
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

従
来
、
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
た
め

に
は
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料

免
除
期
間
な
ど
を
合
算
し
た
資
格
期
間

が
原
則
と
し
て
25
年
以
上
必
要
で
し
た

が
、
平
成
29
年
８
月
か
ら
は
、
資
格
期

間
が
10
年
以
上
あ
れ
ば
老
齢
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
後
納
制
度
を
利
用

し
不
足
し
て
い
る
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
に
よ
り
、
年
金
の
受
給
が
で
き
な
か

っ
た
方
が
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。 

【
後
納
制
度
を
利
用
い
た
だ
け
る
方
】 

①
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
で
、
５
年 

以
内
に
納
め
忘
れ
の
期
間
（
免
除
以

外
）
や
未
加
入
期
間
が
あ
る
方 

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、
①
の

期
間
の
ほ
か
任
意
加
入
中
に
納
め
忘

れ
の
期
間
が
あ
る
方 

③
65
歳
以
上
の
方
で
、
老
齢
年
金
の
受

給
資
格
が
な
く
任
意
加
入
中
の
方
な

ど 

 

60
歳
以
上
で
、
す
で
に
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
取
っ
て
い
る
方
な
ど
は
、
後

納
制
度
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
全
額
免
除
や
一
部
免
除
（
一

部
納
付
済
）
、
納
付
猶
予
お
よ
び
学
生

納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
後

納
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
期

間
の
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
10
年

ま
で
遡
ぼ
っ
て
納
付
で
き
る
追
納
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
「
ね
ん

き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
」(

０
５
７
０
―

０
０
３
―
０
０
４)

ま
た
は
お
近
く
の

年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
年
金
見
込
額

を
試
算 

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
は
、
24
時

間
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
最
新
の
年
金
加
入

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
は
、
被
保
険
者

お
よ
び
年
金
受
給
者
（
昭
和
61
年
４
月

１
日
前
に
年
金
受
給
権
が
発
生
し
た
老

齢
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
方
を
除

く
）
に
な
り
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
履
歴
以
外
に

も
、
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
や
納
付

猶
予
の
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
、

納
付
可
能
な
月
数
や
後
か
ら
納
付
（
追

納
）
す
る
場
合
の
保
険
料
額
や
納
付
し

た
場
合
の
老
齢
基
礎
年
金
額
の
年
金
見

込
額
も
確
認
で
き
ま
す
。 

ま
た
、
将
来
受
け
取
る
年
金
の
見
込

額
を
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
応
じ
て
試
算

で
き
ま
す
。 

ご
利
用
に
つ
い
て
は
、
「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、
ね

ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
な

ど
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
電
話
０
５
７
０
―

０
５
８
―
５
５
５
）
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

 

◇
年
金
の
ご
相
談
は
便
利
な
「
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
！ 

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
で
は
、
全
国
の

年
金
事
務
所
で
の
年
金
相
談
に
つ
い
て
、

１
ヵ
月
前
か
ら
前
日
ま
で
の
予
約
が
可

能
で
す
。 

                

ご
連
絡
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号
の

分
か
る
年
金
手
帳
や
年
金
証
書
を
ご
準

備
く
だ
さ
い
。 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６
―
72
―
５
０
０
２ 

電話番号 ０５７０－０５－１１６５ 

【 受  付  時  間 】 

月曜日※1 午前８時３０分～午後７時 

火～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

第２土曜日 午前９時３０分～午後４時 

予約相談実施時間帯 

※1 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所初日

に午後７時まで受け付けます。 

予約相談の実施時間帯 


